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令和３年門審第４０号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 五級海技士（航海） 

  指定海難関係人  ａ２  

    職  名 Ａ機関長 

  受  審  人  ｂ  

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官田之上輝美出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａ１の五級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年７月２１日２０時５８分少し過ぎ 

大隅海峡 
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２ 船舶の要目 

船 種 船 名 漁船Ａ        漁船Ｂ 

総 ト ン 数 １９９トン       １３トン 

全     長 ５３.６０メートル 

登 録 長             １３.９０メートル 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

出 力 ５９２キロワット   ４７８キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、昭和６３年３月に進水した船尾船橋型の鋼製漁獲物運搬船で、

操舵室前部中央に操舵スタンドを、同部右舷側に機関遠隔操縦盤を、

同部左舷側にレーダー２台及びＧＰＳプロッターをそれぞれ備え、ａ

１受審人及びａ２指定海難関係人ほか３人が乗り組み、活魚積込みの

目的で、船首３.０メートル船尾３.８メートルの喫水をもって、令和

２年７月２１日１２時２５分熊本県牛深港を発し、宮崎県島野浦漁港

に向かった。 

  ａ１受審人は、船橋当直体制を、自身、一等航海士及び次席一等航

海士による単独４時間交替の３直制としていたものの、本航海前、一

等航海士が急きょ休暇下船したので、船橋当直の経験を有しているａ

２指定海難関係人を同体制に入れることとした。 

  ａ２指定海難関係人は、昭和５１年から漁船に乗船し、平成２１年

から甲板員又は機関員として活魚運搬船に乗り組み、同２６年六級海

技士（機関）免許を取得したのち、機関長職に就き、令和元年甲板部

航海当直部員の資格認定を受けていた。 

  ａ１受審人は、単独の船橋当直に就き、鹿児島県南方沖合を東行し、

１９時４５分佐多岬灯台から２８７度（真方位、以下同じ。）６.３海里

の地点に達したとき、ａ２指定海難関係人に船橋当直を引き継いだが、
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同人が船橋当直の経験が豊富にあったので、特段指示する必要はない

ものと思い、接近する他船を認めたときには速やかに報告するよう指

示することなく降橋した。 

  ａ２指定海難関係人は、単独の船橋当直に就き、レーダー及びＧＰ

Ｓプロッターを作動させ、航行中の動力船の灯火を表示して大隅海峡

を北上し、２０時２６分少し前大泊港防波堤灯台（以下「大泊港灯

台」という。）から１９０度２.８海里の地点で、針路を０６１度に

定めて自動操舵とし、１０.６ノットの速力（対地速力、以下同

じ。）で進行した。 

  ａ２指定海難関係人は、２０時４５分少し前大泊港灯台から１２０

度２.７海里の地点で、右舷船首３度４.０海里のところに、レーダー

でＢの映像を初認し、しばらくして同船の緑灯を視認し、２０時５６

分少し前大泊港灯台から０９５度４.１海里の地点に至ったとき、針

路を０７９度に転じて続航した。 

  ２０時５７分半少し前ａ２指定海難関係人は、大泊港灯台から０９４

度４.３海里の地点に達したとき、Ｂが右舷船首５度５００メートル

となったが、同船が接近する旨をａ１受審人に報告することなく進行

した。 

  ａ１受審人は、ａ２指定海難関係人からＢが接近する旨の報告が得

られず、昇橋して自ら操船に当たることができなかった。 

  ａ２指定海難関係人は、このままの針路を保てば南下中のＢの右舷

側を約１３０メートル隔てて無難に航過する態勢であったものの、動

静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船に対し、

その前路に向けて右転し、新たな衝突の危険を生じさせ、２０時５８

分僅か過ぎ至近にＢを認めて、右舵一杯をとったものの、効なく、 

２０時５８分少し過ぎ大泊港灯台から０９４.５度４.５海里の地点に



- 4 - 

おいて、船首が２１４度に向いたとき、原速力のまま、その左舷船首

部がＢの右舷船首部に後方から２５度の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力２の北風が吹き、潮候は下げ潮の初期にあ

たり、視界は良好であった。  

  ａ１受審人は、自室で休息中に衝撃を感じ、急ぎ昇橋して衝突の事

実を知り、事後の措置に当たった。 

また、Ｂは、平成１２年９月に進水し、まぐろはえ縄漁業に従事す

るＦＲＰ製漁船で、船体後部に操舵室を配し、同室前部中央に舵輪及

びＧＰＳプロッターを、同プロッター上方にレーダーを、同部右舷側

に機関遠隔操縦装置をそれぞれ備え、ｂ受審人ほか１人が乗り組み、

餌積込みの目的で、船首０.９メートル船尾２.０メートルの喫水をも

って、同日１４時３０分宮崎県油津港を発し、鹿児島県垂水港に向か

った。 

ｂ受審人は、出港操船に続いて単独の船橋当直に就き、レーダー及

びＧＰＳプロッターを作動させ、航行中の動力船を示す灯火を表示し

て大隅海峡を南下し、２０時０８分半少し前大泊港灯台から０７４度

１０.７海里の地点で、針路を２３９度に定めて自動操舵とし、８.０ノ

ットの速力で進行した。 

ｂ受審人は、２０時３８分半少し前大泊港灯台から０８３度６.６海

里の地点で、右舷船首２度５.９海里のところに、レーダーでＡの映

像を初認し、２０時５３分半少し前大泊港灯台から０９０度５.０海里の

地点で、右舷船首８度１.５海里のところに、同船の白、白、緑３灯

を視認して続航した。 

２０時５７分半少し前ｂ受審人は、大泊港灯台から０９３度 

４.６海里の地点に達したとき、Ａが右舷船首２５度５００メートル

となり、その後自船の右舷側を約１３０メートル隔てて無難に航過す
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る態勢のＡが自船の前路に向けて右転し、新たな衝突の危険を生じさ

せたが、左舷前方から接近する外国船の様子を見ることに気をとられ、

Ａに対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かな

かった。 

こうして、ｂ受審人は、警告信号を行うことも、行きあしを止める

など、衝突を避けるための措置をとることもなく進行し、２０時５８分

僅か過ぎ至近にＡを認めて、機関を中立運転としたものの、効なく、

Ｂは、原針路及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

 衝突の結果、Ａは、左舷船首部外板に凹損を伴う擦過傷を生じ、Ｂ

は、右舷船首部に破損等を生じたが、のち修理された。 

 

 （航法の適用） 

本件は、夜間、大隅海峡において、北上中のＡと南下中のＢとが衝突

したもので、衝突地点付近は特別法の適用海域ではないことから、一般

法である海上衝突予防法が適用される。 

本件において、北上中のＡが、衝突の約１分前、両船の船間距離が約

５００メートルとなったとき、無難に航過する態勢で南下中のＢに対し、

その前路に向けて右転して衝突の危険を生じさせたもので、定型航法を

適用するのに十分な時間的及び距離的余裕がなかったと認められること

から、本件は、海上衝突予防法第３８条及び第３９条の船員の常務によ

って律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、夜間、大隅海峡において、北上中のＡが、動静監視不十

分で、無難に航過する態勢で南下中のＢに対し、その前路に向けて右転

して新たな衝突の危険を生じさせたことによって発生したが、Ｂが、動
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静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらな

かったことも一因をなすものである。 

 Ａの運航が適切でなかったのは、船長が、甲板部航海当直部員の資格

認定を受けた機関長を単独の船橋当直に就かせるに当たり、接近する他

船を認めたときには速やかに報告するよう指示しなかったことと、機関

長が、Ｂの接近する旨を船長に報告しなかったこととによるものである。 

ａ１受審人は、夜間、鹿児島県佐多岬西方沖合において、船橋当直を

交替する場合、甲板部航海当直部員の資格認定を受けた機関長を単独の

船橋当直に就かせるのであるから、昇橋して自ら操船に当たることがで

きるよう、接近する他船を認めたときには速やかに報告するよう指示す

べき注意義務があった。しかるに、同人は、機関長が船橋当直の経験が

豊富にあったので、特段指示する必要はないものと思い、接近する他船

を認めたときには速やかに報告するよう指示しなかった職務上の過失に

より、大隅海峡において、機関長からＢが接近する旨の報告が得られず、

昇橋して自ら操船に当たることができないまま、無難に航過する態勢で

南下中の同船に対し、その前路に向けて右転して新たな衝突の危険を生

じさせてＢとの衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞれ損傷を生じさせる

に至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の五級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 ｂ受審人は、夜間、大隅海峡において、垂水港に向けて南下中、右舷

前方にＡを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に

対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、

左舷前方から接近する外国船の様子を見ることに気をとられ、Ａに対す

る動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、自船の右舷側を
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無難に航過する態勢のＡが右転し、新たな衝突の危険を生じさせて接近

する状況に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置

をとることもなく進行して同船との衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれぞ

れ損傷を生じさせるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年６月１５日 

     門司地方海難審判所 

          審 判 官  山  本  哲  也 


